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令和４年８月 

熊 本 国 税 局 

 

令和３年度 租税滞納状況について 

 

 熊本国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努める

とともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等

に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めてい

ます。 

 特に、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方々に対しては、法令

等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用するなど、引き続き、

適切に対応しています。 

（注） 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 

 

                                   

（単位：百万円） 

 Ａ 

令和２年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（前期繰越額） 

Ｂ 

 

新規発生 

滞納額 

Ｃ 

 

整理済額 

Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ) 

令和３年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（次期繰越額） 

全税目 
(115.0％) 

１６，４７７ 

(148.8％) 

２０，３１５ 

(151.9％) 

１７，４６９ 

(117.3％) 

１９，３２３ 

 所 得 税 ６，６６５ ４，７５６ ４，１２４ ７，２９７ 

 内 源泉所得税 １，６４７ ８１２ ６７５ １，７８４ 

 内 申告所得税 ５，０１８ ３，９４４ ３，４４９ ５，５１３ 

法 人 税 １，８８８ ２，１３７ １，７８５ ２，２４０ 

相 続 税 ２５３ ３６２ ２０７ ４０８ 

消 費 税 ７，５６４ １２，８０８ １１，２１６ ９，１５６ 

その他税目 １０７ ２５２ １３７ ２２２ 

（注） １ （ ）内の数値は、対前年度比です。 

    ２ 地方消費税を除いています。 

    ３ 令和４年４月及び令和４年５月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 

（納税義務が成立した日の属する年度）が令和３年度所属となるものを含んでいます。 

４ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

 

○ 令和３年度租税滞納状況 
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１ 滞納整理中のものの額（滞納残高） 

令和３年度末における滞納整理中のものの額（滞納残高）は、１９３億２３百万

円となりました。 

（令和２年度（１６４億７７百万円）より２８億４６百万円（１７．３％）増加） 

 

 

【ポイント】 
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（注） １ 地方消費税を除いています。 

２ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

○ 滞納整理中のものの額の推移 

○ 滞納整理中のものの額（滞納残高）は、令和２年度から２８億４６百万円増加しま

した。 
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２ 新規発生滞納額 

令和３年度における新規発生滞納額は、２０３億１５百万円となりました。 

 （令和２年度（１３６億４９百万円）より６６億６６百万円（４８．８％）増加） 

  

 

【ポイント】 

 

 

 

こ の う ち 、 消 費 税 に つ い て は 、 １ ０ ９ 億 円 と な っ て い ま す 

 

 

（注）１ 地方消費税を除いています。  

２ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

○ 新規発生滞納額の推移 

○ 新規発生滞納額（２０３億１５百万円）は、令和２年度（１３６億４９百万円）より 

６６億６６百万円増加しました。 
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なお、令和３年度の滞納発生割合（新規発生滞納額（２０３億１５百万円）／徴

収決定済額（１兆３，４９１億１４百万円））は１．５％で、令和２年度（１．１％）

を、０．４ポイント上回りました。 

 

（注） 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 地方消費税を除いています。 

 

 

 

○ 滞納発生割合の推移 
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３ 整理済額 

  滞納については、集中電話催告センター室において、新規発生滞納事案を幅広く

所掌して、早期かつ集中的に電話催告等を行い、効果的・効率的な滞納整理を行う

ほか、国税局や税務署の徴収担当部署においては、納税者個々の実情を踏まえなが

ら、法令等に基づき、確実な徴収に努めました。 

  その結果、令和３年度の整理済額は、１７４億６９百万円となりました。 

 （令和２年度（１１５億３百万円）より５９億６６百万円（５１．９％）増加） 

  

【ポイント】 

 

 

 

  

 

 

（注）１ 地方消費税を除いています。  

２ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

○ 整理済額の推移 

○ 整理済額（１７４億６９百万円）は、新規発生滞納額（２０３億１５百万円）を２８

億４６百万円下回りました。 
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（参考１） 
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（注） 地方消費税を除いています。 

 

○ 全税目 

対前年度比 

１１7．3％ 

滞納整理中のものの額（滞納残高）の推移 
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○ 消費税 

(注)  地方消費税を除いています。 

対前年度比 

１２１．０％ 



区分

外　1,831 外　2,799 外　3,077 外　1,553

（ 95.5% ）

16,029

（ 81.6% ）

15,833

（ 87.0% ）

17,531

（ 89.4% ）

14,331

（ 89.4% ）

14,331

（ 86.2% ）

13,649

（ 65.6% ）

11,503

（ 115.0% ）

16,477

（ 115.0% ）

16,477

（ 148.8% ）

20,315

（ 151.9% ）

17,469

（ 117.3% ）

19,323

元
（ 95.7% ）

1,510

（ 82.5% ）

766

（ 73.9% ）

737

（ 101.9% ）

1,539

2
（ 101.9% ）

1,539

（ 63.3% ）

485

（ 51.2% ）

377

（ 107.0% ）

1,647

3
（ 107.0% ）

1,647

（ 167.4% ）

812

（ 179.0% ）

675

（ 108.3% ）

1,784

元
（ 88.0% ）

5,395

（ 80.6% ）

2,451

（ 76.2% ）

2,879

（ 92.1% ）

4,967

2
（ 92.1% ）

4,967

（ 98.9% ）

2,425

（ 82.5% ）

2,374

（ 101.0% ）

5,018

3
（ 101.0% ）

5,018

（ 162.6% ）

3,944

（ 145.3% ）

3,449

（ 109.9% ）

5,513

元
（ 102.0% ）

1,837

（ 108.6% ）

1,862

（ 122.3% ）

2,054

（ 89.5% ）

1,645

2
（ 89.5% ）

1,645

（ 70.0% ）

1,303

（ 51.6% ）

1,060

（ 114.8% ）

1,888

3
（ 114.8% ）

1,888

（ 164.0% ）

2,137

（ 168.4% ）

1,785

（ 118.6% ）

2,240

元
（ 114.5% ）

316

（ 79.7% ）

303

（ 101.8% ）

346

（ 86.4% ）

273

2
（ 86.4% ）

273

（ 71.9% ）

218

（ 68.8% ）

238

（ 92.7% ）

253

3
（ 92.7% ）

253

（ 166.1% ）

362

（ 87.0% ）

207

（ 161.3% ）

408
外　1,831 外　2,799 外　3,077 外　1,553

（ 99.8% ）

6,904

（ 78.2% ）

10,356

（ 86.2% ）

11,426

（ 84.5% ）

5,834

（ 84.5% ）

5,834

（ 88.2% ）

9,131

（ 64.8% ）

7,401

（ 129.7% ）

7,564

（ 129.7% ）

7,564

（ 140.3% ）

12,808

（ 151.5% ）

11,216

（ 121.0% ）

9,156

元
（ 75.3% ）

67

（ 102.2% ）

95

（ 77.4% ）

89

（ 109.0% ）

73

2
（ 109.0% ）

73

（ 91.6% ）

87

（ 59.6% ）

53

（ 146.6% ）

107

3
（ 146.6% ）

107

（ 289.7% ）

252

（ 258.5% ）

137

（ 207.5% ）

222

税目 新規発生滞納額

Ｃ

外　3,601 外　3,139

全
税
目
合
計

元

2

3

外　1,553

外　3,139 外　2,517

　       消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、「全税目合計」欄及び「消費税」欄の外書と

　       として、地方消費税の滞納状況を示しています。

（単位：百万円）

外　2,051

外　2,051

外　2,055

　　　　　 ただし、地方税法附則第９条の４の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方

（参考２）

Ａ　前年度 Ｂ Ｄ（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

外　2,553

滞納整理中のものの額

　　　 ２　上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税を除いています。　　

整　理　済　額

外　2,517

外　2,055

滞納整理中のものの額

外　2,055 外　3,601

消
費
税

元

2

外　2,553外　1,553

3

外　2,055

　　　 ３　各々の計数で百万円未満を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合があります。

そ
の
他
税
目

税
　
　
　
　
目
　
　
　
　
別
　
　
　
　
の
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

源
泉
所
得
税

申
告
所
得
税

相
続
税

法
人
税

（注） １　（　）内の数値は、対前年度比です。

税目別の租税滞納状況
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令和３年度租税滞納状況について 

（熊本県） 

 

 

 

 

 

                                                                   （単位：百万円） 

 Ａ 

令和２年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（前期繰越額） 

Ｂ 

 

新規発生 

滞納額 

Ｃ 

 

整理済額 

Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ) 

令和３年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（次期繰越額） 

全税目 
（106.3％） 

６，１３５ 

（176.8％） 

７，３６３ 

（159.3％） 

６，０５６ 

（121.3％） 

７，４４１ 

 所 得 税 ２，９３２ １，８０１ １，４１６ ３，３１７ 

 内 源泉所得税 ６０７ ３２２ １７９ ７５０ 

 内 申告所得税 ２，３２５ １，４７９ １，２３７ ２，５６６ 

法 人 税 ５８１ ７５２ ７３９ ５９３ 

相 続 税 １４９ １９４ ７０ ２７３ 

消 費 税 ２，４４２ ４，５３７ ３，７５７ ３，２２１ 

その他税目 ３１ ８０ ７４ ３７ 

（注） １ 「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 

２ （ ）内の数値は、対前年度比です。 

３ 地方消費税を除いています。 

    ４ 令和４年４月及び令和４年５月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 

（納税義務が成立した日の属する年度）が令和３年度所属となるものを含んでいます。 

５ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

 

 

○ 令和３年度租税滞納状況 



 

 

 

令和３年度租税滞納状況について 

（大分県） 

 

 

 

 

 

                                                                    （単位：百万円） 

 Ａ 

令和２年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（前期繰越額） 

Ｂ 

 

新規発生 

滞納額 

Ｃ 

 

整理済額 

Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ) 

令和３年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（次期繰越額） 

全税目 
（121.5％） 

３，５７８ 

（138.7％） 

４，２７４ 

（137.4％） 

３，３６７ 

（125.3％） 

４，４８５ 

 所 得 税 １，３０４ １，０２７ ７３８ １，５９３ 

 内 源泉所得税 ３４６ ２４９ １１７ ４７９ 

 内 申告所得税 ９５８ ７７８ ６２１ １，１１４ 

法 人 税 ３２７ ５２５ ２６０ ５９２ 

相 続 税 ３３ ８１ ３８ ７６ 

消 費 税 １，８９７ ２，５９３ ２，３０７ ２，１８３ 

その他税目 １６ ４９ ２４ ４１ 

（注） １ 「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 

２ （ ）内の数値は、対前年度比です。 

３ 地方消費税を除いています。 

    ４ 令和４年４月及び令和４年５月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 

（納税義務が成立した日の属する年度）が令和３年度所属となるものを含んでいます。 

５ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

 

 

 

○ 令和３年度租税滞納状況 



 

 

 

令和３年度租税滞納状況について 

（宮崎県） 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

 Ａ 

令和２年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（前期繰越額） 

Ｂ 

 

新規発生 

滞納額 

Ｃ 

 

整理済額 

Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ) 

令和３年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（次期繰越額） 

全税目 
（121.6％） 

３，０３０ 

（128.6％） 

３，６４５ 

（155.3％） 

３，５６６ 

（102.6％） 

３，１０８ 

 所 得 税 １，１３９ ７９７ ９２４ １，０１２ 

 内 源泉所得税 ４６２ ８７ ２８５ ２６４ 

 内 申告所得税 ６７７ ７１０ ６３９ ７４８ 

法 人 税 ６６７ ３５６ ４３８ ５８６ 

相 続 税 ２８ ４０ ４２ ２６ 

消 費 税 １，１５８ ２，４１９ ２，１３９ １，４３８ 

その他税目 ３７ ３２ ２３ ４７ 

（注） １ 「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 

２ （ ）内の数値は、対前年度比です。 

３ 地方消費税を除いています。 

    ４ 令和４年４月及び令和４年５月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 

（納税義務が成立した日の属する年度）が令和３年度所属となるものを含んでいます。 

５ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

 

 

○ 令和３年度租税滞納状況 



 

 

 

令和３年度租税滞納状況について 

（鹿児島県） 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

 Ａ 

令和２年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（前期繰越額） 

Ｂ 

 

新規発生 

滞納額 

Ｃ 

 

整理済額 

Ｄ(Ａ＋Ｂ－Ｃ) 

令和３年度末 

滞納整理中 

のものの額 

（次期繰越額） 

全税目 
（119.6％） 

３，７３５ 

（141.1％） 

５，０３４ 

（151.5％） 

４，４８１ 

（114.8％） 

４，２８８ 

 所 得 税 １，２９０ １，１１７ １，０３１ １，３７６ 

 内 源泉所得税 ２３２ １５３ ９３ ２９１ 

 内 申告所得税 １，０５９ ９６４ ９３８ １，０８５ 

法 人 税 ３１２ ５０５ ３４９ ４６８ 

相 続 税 ４２ ４９ ５８ ３３ 

消 費 税 ２，０６８ ３，２５８ ３，０１２ ２，３１４ 

その他税目 ２３ １０５ ３１ ９６ 

（注） １ 「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 

２ （ ）内の数値は、対前年度比です。 

３ 地方消費税を除いています。 

    ４ 令和４年４月及び令和４年５月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 

（納税義務が成立した日の属する年度）が令和３年度所属となるものを含んでいます。 

５ 各々の計数で四捨五入をしているため、合計とは一致しない場合があります。 

 

 

 

○ 令和３年度租税滞納状況 


